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告 示■

◎群馬県告示第３０１号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、平成２０年群馬県告示第１６６号に

より指定した特定有害物質によって汚染されている区域について、当該指定を次のとおり解除する。

平成２２年１０月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除する区域 館林市近藤町字障子１７８番１８６の一部

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基準に適合していなかった特定有

害物質の名称 ほう素及びその化合物

◎群馬県告示第３０２号

鳥獣保護区設定の告示（昭和４５年群馬県告示第５０７号）の一部を次のように改正し、平成２２年１１月１日

から施行する。

平成２２年１０月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表を次のように改める。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

黒滝山鳥 甘楽郡南牧村の一部で、県道黒滝山小沢線と観音岩に向か 平成２２年１１ １ 指定区分 愛
獣保護区 う稜線との交点を起点とし、これから同稜線を南に進んで観 月１日から平成 護地区

音岩に至り、これから見晴台に向かう稜線を西に進んで見晴 ４２年１０月３ ２ 指定目的 鳥
台に至り、これから２１段梯子に向かう稜線を北西に進んで １日まで 獣の保護、繁殖
２１段梯子に至り、これから村道大道線に向かう稜線を北に のため
進んで村道大道線との交点に至り、これから滝峠国有林と民
有地の境界を北東に進んで日東岩に至り、これから県道黒滝
山小沢線へ向かう稜線を南南東に進んで県道黒滝山小沢線と
の交点に至り、これから同県道を東に進んで起点に至る線で
囲まれた一円の区域（４７ヘクタール）

◎群馬県告示第３０３号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５５年群馬県告示第７７０号）の一部を次のように改正し、平成２２年１１月１日

から施行する。

平成２２年１０月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表を次のように改める。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針


